
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入口及び出口を夫々有する少なくとも４つのカラムと、
溶離液を供給する溶離液流路、少なくとも２成分を含む原料液中の第１の成分を抜き出す
第１の抜出し流路、及び、前記原料液中の第２の成分を抜き出す第２の抜出し流路を少な
くとも含む可撓性配管と、
円筒又は円錐状の固定面と、前記各カラムに対応して配設される固定流路とを有する固定
部、及び、前記固定面に褶動しつつ回転する回転面と、前記各可撓性配管に対応して配設
される回転流路とを有する回転部から成る回転弁とを備え、
前記各固定流路は、相互に連通する、前記固定面に露出する第１ノズル、１つのカラムの
出口に連通する第２ノズル、及び、前記１つのカラムに隣接するカラムの入口に連通する
第３ノズルを有し、前記固定流路によって前記カラムを全体として無端状に接続するもの
であり、
前記各回転流路は、一端が前記回転面に露出して前記固定流路の前記第１ノズルに周期的
に連通すると共に、他端が対応する前記可撓性配管に接続されることを特徴とする擬似移
動層式クロマト分離装置。
【請求項２】
前記第１ノズルから、前記第２ノズルと前記第３ノズルとに分岐する分岐部が、前記第１
ノズルに隣接して配設される、請求項１に記載の擬似移動層式クロマト分離装置。
【請求項３】
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前記可撓性配管は、前記回転部の所定の回転角度に対応する可撓性を有する、請求項１又
は２に記載の擬似移動層式クロマト分離装置。
【請求項４】
前記回転部は、延べ回転角度が予め設定した角度に達すると逆転して所定の回転角度位置
に戻る、請求項１又は２に記載の擬似移動層式クロマト分離装置。
【請求項５】
　前記原料液を供給する原料液流路及び該原料液流路に対応する前記回転流路を更に含み
、前記原料液流路が更に前記可撓性配管として構成される、請求項１乃至４の何れか１項
に記載の疑似移動層 クロマト分離装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、擬似移動層式クロマト分離装置に関し、更に詳しくは、擬似移動層式クロマト
分離装置における回転弁の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
クロマト分離装置は、製糖業や製薬業などの製造業において、天然又は化学反応によって
得られる複数の成分からなる原材料の流体から一種以上の成分を抽出する目的で広く用い
られている。クロマト分離装置には、従来から用いられている回分固定層方式の他に、最
近では移動層方式の装置が種々提案されている。
【０００３】
図５は、移動層方式のクロマト分離装置の原理を示す分離塔の断面模式図である。分離塔
５０には、予め充填剤（吸着剤）５２を充填し、これに溶離剤を満たしておく。２種の成
分Ａ及びＣを有する原料液を原料供給口Ｆから導入し、溶離剤を溶離剤供給口Ｄから一定
の線速度となるように供給する。各成分Ａ及びＣは、充填剤との親和力の差により、分離
塔５０内を異なる線速度で移動し、例えば親和力の小さな成分Ａは大きな線速度で移動し
、親和力が大きな成分Ｃは小さな線速度で移動する。このため、成分Ａを多く含む画分と
成分Ｃを多く含む画分とに分離できる。
【０００４】
移動層方式の分離装置では、充填剤を成分Ａの移動速度と成分Ｃの移動速度との中間の速
度で溶離剤の流れと逆の方向に移動させる状態を作り出す。このようにすることにより、
図示のように、原料液の供給位置を境にして成分Ａは、溶離剤の流れ方向で見て原料供給
位置の前方で、また、成分Ｃは原料供給位置の後方で取り出すことができる。この方式は
、充填剤を均一に移動させることの困難性から、実際に工業的に用いるには難点がある。
【０００５】
充填剤を移動させることなく、移動層方式と同等の分離性能を得ることが出来る擬似移動
層方式の分離装置が実用化されている。図６にこの分離装置の原理を示した。この方式で
は、分離塔５０を複数（図の例では１２個）のカラム５４に分割し、これを無端状に接続
している。充填剤の移動に代えて、原料液Ｆ及び溶離剤Ｄの供給位置と、成分Ａ及び Cの
抜出し位置とを溶離剤の流れ方向に移動させる。これにより、時間の経過と共に、系内の
液の分布は循環液の流れ方向に移動する。一定時間経過後でこの濃度分布が１カラム分移
動した後に、原料液及び溶離剤の供給位置と、成分Ａ及びＣの抜出し位置とを循環液の流
れ方向に１カラム分移動させる。この操作を繰り返せば、常に最適な位置で各液の供給と
抜出しとを行うことが出来る。
【０００６】
上記循環液の供給位置及び抜出し位置の移動には、一般には、順次にバルブを切り換える
方式が用いられる。この切換えには、カラム１台毎に４個の個別の弁を用いる個別弁方式
（例えば、特開平４－３３４５０４号公報）と、全体のカラムの流れを１つの回転弁によ
る切換えで制御する回転弁方式（例えば、特開平８－３２３１０４号公報）とがある。回
転弁方式は、配管構成及び制御が簡素になるため、近年多用されている。
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
回転弁方式では、一般には、カラムを含む循環流路を回転させる方式が用いられる。しか
し、多数のカラムを含む流路は重量が大きく、これを常時回転させることには構造的な問
題が伴う。また、複雑な回転弁や回転継手を使用して循環流路を固定させる方式もある（
前記特開平８－３２３１０４号公報）が、回転弁や回転継手自体の構造が複雑なため、製
造コストがかさむばかりか、装置の維持管理が煩雑となり、或いは、装置の信頼性に問題
が生ずる等の欠点がある。
【０００８】
本発明は、上記に鑑み、簡易な構造でコストも低い回転弁を有する擬似移動層式クロマト
分離装置を提供し、もって、擬似移動層式クロマト分離装置のコストの低減と、装置の小
型化、維持管理の簡素化、及び、信頼性の向上とを図ることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の擬似移動層式クロマト分離装置は、入口及び出口を
夫々有する少なくとも４つのカラムと、
溶離液を供給する溶離液流路、少なくとも２成分を含む原料液中の第１の成分を抜き出す
第１の抜出し流路、及び、前記原料液中の第２の成分を抜き出す第２の抜出し流路を少な
くとも含む可撓性配管と、
円筒又は円錐状の固定面と、前記各カラムに対応して配設される固定流路とを有する固定
部、及び、前記固定面に褶動しつつ回転する回転面と、前記各可撓性配管に対応して配設
される回転流路とを有する回転部から成る回転弁とを備え、
前記各固定流路は、相互に連通する、前記固定面に露出する第１ノズル、１つのカラムの
出口に連通する第２ノズル、及び、前記１つのカラムに隣接するカラムの入口に連通する
第３ノズルを有し、前記固定流路によって前記カラムを全体として無端状に接続するもの
であり、
前記各回転流路は、一端が前記回転面に露出して前記固定流路の前記第１ノズルに周期的
に連通すると共に、他端が対応する前記可撓性配管に接続されることを特徴とする。
【００１０】
本発明の擬似移動層式クロマト分離装置によると、回転弁の構成が簡素になるので、装置
全体のコスト低減、装置の小型化、維持管理の簡素化、信頼性の向上が可能となる。
【００１１】
本発明で使用される回転弁の材質に特に制限はないが、回転部と固定部の褶動面における
円滑な褶動のためには、回転部又は固定部の何れか一方をテフロン樹脂やポリエチレン樹
脂等で製作するのが好ましい。この場合、他方をステンレス材等で製作する。可撓性チュ
ーブには、ナイロンチューブや、テフロンチューブ、ＰＥＥＫチューブ、ステンレスチュ
ーブ等が好適に用いられる。
【００１２】
本発明の好ましい構成では、前記原料液を供給する原料液流路及び該原料液流路に対応す
る前記回転流路を更に含み、前記原料液流路が更に前記可撓性配管として構成される。該
構成は、２成分を含む原料液を継続的に供給し、該原料液を各成分に分離する形式のクロ
マト分離装置に好適に使用できる。例えば３成分を含む原料液を各成分に分離する形式の
クロマト分離装置の場合には、分離工程の１サイクルに１回原料液を循環路中に供給する
原料液流路があればよく、該原料液流路は固定配管として構成することが出来る。
【００１３】
また、前記固定流路の第１ノズルから第２ノズルと第３ノズルとに分岐する分岐部を、第
１ノズルに隣接して配設することも本発明の好ましい態様である。これによって、回転部
の回転によって流路を切り換えた際に生ずる、異なる成分を有する循環液の混合を防止す
る。
【００１４】
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前記回転部が、予め設定した角度に延べ回転角度が達すると逆転し、所定の回転角度位置
に戻ることも本発明の好ましい態様である。これによって、回転部の回転角度を例えば３
６０°以下に制限できるので、可撓性配管の捻れを最小限に抑えることができ、ステンレ
スチューブ等を可撓性配管として好適に用いることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図面を参照し、本発明の一実施形態例の擬似移動層式クロマト分離装置（以下、単にクロ
マト分離装置と呼ぶ）に基づいて本発明を更に詳細に説明する。
【００１６】
図１は、本発明の一実施形態例のクロマト分離装置の全体構成を示す模式的斜視図である
。クロマト分離装置は、回転弁１０を有し、回転弁１０は、半径方向内側に配設された略
円錘台形状の回転部（回転体）３０と、回転体３０の円錐面に摺接する円錐台状の内周面
及び略円筒形状の外形を有する固定部３２とで構成される。回転体３０には内部に４つの
回転流路が形成され、４つの回転流路は、可撓性配管４４として構成された、成分Ａ及び
成分Ｃを含有する原料液を供給する原料液チューブと、溶離剤を供給する溶離剤供給チュ
ーブと、分離成分Ａを抜き出す第１の抜出しチューブと、分離成分Ｃを抜き出す第２の抜
出しチューブとに夫々接続している。可撓性チューブ４４の太さは例えば１～５ｍｍ程度
である。
【００１７】
回転弁１０の外側固定部３２には、その半径方向外側に隣接して８つのカラム２０が円周
方向に略等間隔に配設されている。８つのカラム２０は、配管２２、逆止弁３４、及び、
回転弁１０の固定部３２内の固定流路を介して無端の円環状に接続されている。カラムの
大きさは、例えば、長さが１０～５０ｃｍで直径が１～１０ｃｍ程度である。回転弁１０
の回転体３０は、系内を移動する循環液の移動速度に対応し、ステッピングモータ２４に
よって図面上で反時計方向に回転される。この回転は、一回の動作で１周の１／８だけ回
転する間欠的な回転であり、例えば５分間隔で１ノッチ動き、約４０分程度で１周する。
この場合、回転体３０は、最初の角度位置から７／８周すると、反転して最初の角度位置
に戻る。なお、カラム２０を連結した循環路内には、１乃至複数台の図示しない循環ポン
プが適当な位置に配設される。
【００１８】
回転体３０の回転角度は、回転角度位置を検出するフォトインタラプタ２６及び穴あき円
板２８によって検出され、フォトインタラプタ２６は、穴を透過した光を検出すると直ち
にステッピングモータ２４を所定角度逆転させて、回転体３０を最初の角度位置に戻す。
【００１９】
図２は、回転弁１０の回転部３０と各原料タンク及び分離製品タンクとの接続関係を示し
ている。本クロマト分離装置には、２成分系の原料液タンク１２、溶離剤タンク１４、Ａ
成分タンク１６、及び、Ｃ成分タンク１８が付属している。これらタンクは、回転部３０
の原料液供給口Ｆ、溶離剤供給口Ｄ、成分Ａ抜出し口Ａ、及び、成分Ｃ抜出し口Ｃに、夫
々、固定配管４２、ポンプ４０、及び、可撓性チューブ４４を介して接続されている。原
料液には、２以上の成分が含まれていればよく、３以上の成分が含まれていてもよい。
【００２０】
図３は、回転弁１０の固定部３２と各カラム２０との接続関係を示す、回転弁１０の横断
面を含む模式図である。固定部３２には、各カラム２０からの配管２２に接続される流路
（固定流路）３８が各カラムに対応して形成される。各固定流路３８は、固定部３２の内
側固定面に露出する第１のノズルと、互に隣接するカラム２０の出口及び入口に夫々接続
する第２及び第３のノズルとを有し、これらノズル相互は、各固定流路において固定部３
２の円錐状内面（固定面）の近傍でＹ字状に連通している。この各Ｙ字状連通部は、所定
の回転角度位置で、回転体３０の回転方向に見て順次に並んで配設された原料液の供給口
Ｆ、成分Ａの抜出し口Ａ、溶離剤の供給口Ｄ、及び、成分Ｃの抜出し口Ｃに接続された、
回転体３０内の流路（回転流路）３６と連通する。各カラム２０と固定部３２とを接続す

10

20

30

40

50

(4) JP 3662132 B2 2005.6.22



る配管２２の途中には、循環液の流れを回転体３０の回転方向である反時計方向に制限す
るための逆止弁３４が配設される。
【００２１】
図４は、回転弁１０の構造について、一部を縦断面で示す側面図である。回転弁１０は、
内側の回転体３０と、外側の固定部３２とから構成され、回転体３０は、シャフト４６を
介してステッピングモータに駆動される。回転体３０は、全体として、下面が上面よりも
小さな円錐台の形状を有する。固定部３２は、底部の半径がやや小さな略円筒形状の外周
面を有し、その内周面は、回転体３０の円錐面に褶接する円錐台形状を有する。回転体３
０には、各タンクに対応する回転流路３６が内部に形成され、回転流路３６は、回転体３
０の円錐面と下面との間にＬ字状に配設される。回転流路３６の円錐台下面側の端部は、
継手４８を介して可撓性チューブ４４に接続され、前述の通り可撓性チューブ４４を介し
て各タンクに連通している。
【００２２】
回転流路３６の円錐台斜面側の端部は、図示の回転角度位置で、固定部３２側の固定流路
３８の第１のノズルに連通している。固定流路３８の第１のノズルから横方向に伸びる一
方の分岐は、第２のノズルを介して対応するカラム２０の出口に連通し、そのカラム２０
から循環液が流入する入口流路を構成する。また、その第１のノズルから斜め下方に伸び
る他方の分岐は、第３のノズルを介して下流側の隣接するカラム２０の入口に連通し、こ
のカラム２０に循環液が流出する出口流路を構成する。各分岐は、固定部３２の外面とほ
ぼ直交して伸びており、切削等により加工する際の製作上の便宜が図られる。
【００２３】
回転弁３０には、上記の通り可撓性チューブ４４が接続している。ここで、回転体３０を
、反時計方向に間欠的に回転させ、この延べ回転角度が原位置から略３６０°に及ぶと、
可撓性チューブ４４には少なからぬ捻れが生ずる。しかしこの捻れは、回転部３０が原位
置に戻る次の逆回転によって解消する。このように、本実施形態例のクロマト分離装置で
は、回転弁１０の回転体３０と各タンクとの接続に可撓性チューブ４４を使用したので、
回転弁１０とカラム２０との接続を固定配管２２で行うことができ、装置構成が簡素にな
る利点がある。可撓性チューブ４４としては、プラスチック製又はステンレス製等のチュ
ーブが使用できる。ここで、捻れを効果的に吸収するために、可撓性チューブ４４を螺旋
状に加工してある。
【００２４】
回転弁１０の固定部３２は、例えば耐食性のあるステンレス材などで製作し、回転体３０
には、潤滑性を備えたテフロン樹脂やポリエチレン樹脂を用いることが好ましい。また、
これに代えて、回転体３０をステンレス材で製作し、固定部３２を潤滑性を備えたテフロ
ン樹脂やポリエチレン樹脂で製作しても良い。
【００２５】
本実施形態例のクロマト分離装置は、回転弁を有する従来の擬似移動層式クロマト分離装
置と同様に動作し、原料供給口Ｆ及び溶離剤供給口Ｄから夫々原料液及び溶離剤を供給し
、循環液の移動速度に対応して回転弁を回転させることにより、Ａ及びＣの抜出し口から
夫々成分Ａ及びＣを抜き出す。
【００２６】
以上、本発明をその好適な実施形態例に基づいて説明したが、本発明の擬似移動層式クロ
マト分離装置は、上記実施形態例の構成にのみ限定されるものではなく、上記実施形態例
の構成から種々の修正及び変更を施した擬似移動層クロマト分装置も、本発明の範囲に含
まれる。
【００２７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の擬似移動層式クロマト分離装置によれば、無端状に接続さ
れるカラムを回転弁の固定部に接続したことにより、擬似移動層式クロマト分離装置全体
の機械的構造が簡素化され、その維持管理作業も容易になる。また、回転弁の構造の複雑
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化を伴うことなく、回転弁近傍の部品の点数を削減し、配管構造も簡素化できたことから
、クロマト分離装置の製造コストを低減できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態例の擬似移動層式クロマト分離装置の構成を示す模式的斜視
図。
【図２】図１のクロマト分離装置の回転弁の回転部と各タンクとを接続する配管のブロッ
ク図。
【図３】図１のクロマト分離装置の固定部と各カラムとの接続を示す、回転弁の横断面を
含む模式図。
【図４】図１に示した回転弁の縦断面図。
【図５】一般的な移動層クロマト分離装置の原理を示す、分離塔の模式的断面図。
【図６】一般的な擬似移動層式クロマト分離装置の原理を示す、分離塔の模式的断面図。
【符号の説明】
１０：回転弁
１２、１４、１６、１８：タンク
２０：カラム
２２：循環配管
２４：ステッピングモータ
２６：フォトインタラプタ
２８：穴あき円板
３０：回転体（回転部）
３２：固定部
３４：逆止弁
３６：回転流路
３８：固定流路
４０：ポンプ
４２：配管
４４：可撓性配管
４６：シャフト
４８：継手
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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